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津市自治会問題に関する損害賠償金の支払について  

 

このことについて、本市が平成２５年度及び平成２６年度に相生町自治

会に交付した津市防犯灯設置補助金について、田邊哲司氏が虚偽の書類を

提出して、本市職員を誤信させ、当該補助金を交付させていたことが推認さ

れることから、令和３年７月２日（金）に、同自治会に対し、当該補助金の

交付決定の取消し及び返還命令を行うとともに、田邊哲司氏に対し、当該補

助金返還命令相当額の損害賠償請求を行ったところ、同月２１日（水）、同

氏から、損害賠償金の全額となる９５２，７２８円（当該補助金相当額７０

０，０００円及び遅延損害金２５２，７２８円）の支払がありました。  

 その内容は、下記のとおりです。  

記  

１ 損害賠償金の内容 

 ⑴ 平成２５年度に相生町自治会に交付した津市防犯灯設置補助金相当額２０

０，０００円及び補助金の受領の日から支払日までの法定利率による遅延損害

金７８，２３８円 

⑵ 平成２６年度に相生町自治会に交付した津市防犯灯設置補助金相当額５０

０，０００円及び補助金の受領の日から支払日までの法定利率による遅延損害

金１７４，４９０円 


